
特
集

生
命
倫
理優

生
へ
の
ま
な
ざ
し

｜
｜
台
湾
の
生
殖
技
術
の
実
践
を
例
と
し
て
｜
｜

張

瓊

方

Ⅰ

は
じ
め
に

こ
こ
数
年
、
台
湾
社
会
で
は
「
生
殖
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
高
い
関
心
を
集
め

て
い
る
。
一
九
九
五
年
よ
り
一
〇
年
間
に
か
け
て
社
会
的
論
争
ま
で
巻
き
起
こ

し
た
代
理
出
産
の
話
題
を
は
じ
め
、
平
均
出
生
率
が
一
・
二
人
を
切
る
よ
う
に

な
っ
た
現
在（
二
〇
〇
四
年
）、
深
刻
に
成
り
つ
つ
あ
る
少
子
高
齢
化
は
国
民
的

な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。
出
生
率
の
急
激
な
低
下
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い

昨
今
、
未
成
年
者
の
中
絶
率
の
上
昇
が
相
対
的
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
、
中
絶
の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
「
優
生

保
健
法
」
改
正
へ
の
要
望
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
動
向
に
応
じ

て
、
少
子
化
対
策
と
し
て
政
府
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
出
産
奨
励
政
策
は
、

戦
前
の
「
産
め
よ
殖
せ
よ
」
の
光
景
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
生
殖
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
は
女
性
の
自
己
決
定
権
、
国
家
の
人
口
政
策
、

生
殖
技
術
、
優
生
思
想
、
家
族
規
範
な
ど
、
重
層
的
な
権
力
関
係
が
交
錯
し
て

い
る
。
本
稿
は
、
特
に
生
殖
技
術
か
ら
派
生
し
た
優
生
思
想
に
焦
点
を
当
て
、

そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
・
文
化
的
要
素
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

Ⅱ

生
殖
技
術
の
受
容

一

歴
史
的
・
文
化
的
背
景

台
湾
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
配
偶
者
間
人
工
授
精
（
Ａ
Ｉ
Ｈ
）
が
導
入
さ

れ
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
体
外
受
精
が
本
格
的
に
普
及
し
、
生
殖
技
術
へ
の

関
心
が
衰
え
な
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
た
。

生
殖
技
術
へ
の
熱
い
視
線
は
、
古
く
か
ら
台
湾
社
会
に
存
在
す
る
「
伝
宗
接

代
」の
観
念
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。伝
宗
接
代
と
は
家
系
の
血
統
を
代
々

存
続
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
台
湾
社
会
で
は
、
現
在
で
も
父
系
出
自
を
由

来
と
す
る
家
族
規
範
が
根
強
く
定
着
し
て
い
る
た
め
、「
母
以
子
貴
」（
母
は
子

を
以
っ
て
貴
と
す
）
と
い
う
言
葉
が
示
し
た
よ
う
に
、
女
性
が
夫
の
家
族
の
た

め
に
男
児
を
産
む
こ
と
が
第
一
義
と
さ
れ
る
。
出
産
し
て
子
供
（
特
に
男
子
）

を
持
つ
こ
と
が
家
庭
円
満
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
反
面
、
不
妊
が
原
因
で
子
供
を

持
た
な
い
こ
と
は
、
家
族
の
危
機
を
意
味
し
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
・
文
化
的

背
景
が
、
不
妊
を
問
題
視
す
る
姿
勢
を
強
め
て
い
た１

）

。
不
妊
の
汚
名
を
払
拭
し
、

家
族
と
い
う
強
烈
な
圧
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
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か
ら
、
生
殖
技
術
は
「
不
妊
カ
ッ
プ
ル
の
福
音
」
と
し
て
登
場
し
た
経
緯
が
あ

る
。こ

う
し
て
、
技
術
の
実
施
以
前
に
、
命
の
操
作
や
技
術
の
成
熟
の
度
合
い
が

十
分
に
配
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
、
配
偶
者
間
人
工
授
精（
Ａ
Ｉ
Ｈ
）、
非
配
偶
者
間

人
工
授
精（
Ａ
Ｉ
Ｄ
）、
顕
微
授
精
な
ど
の
生
殖
技
術
は
す
で
に
台
湾
社
会
に
普

及
し
始
め
た
。
さ
ら
に
、
日
本
で
は
未
だ
に
容
認
さ
れ
て
い
な
い
代
理
出
産
や

着
床
前
診
断
（
Ｐ
Ｇ
Ｄ
）
に
関
し
て
も
、
立
法
院
（
日
本
の
国
会
に
相
当
す
る

立
法
機
関
）
で
「
人
工
生
殖
法
」
が
通
過
し
て
い
な
い
現
時
点
で
は
、
そ
の
実

施
可
否
が
台
湾
国
民
の
関
心
を
呼
ん
で
い
る
。

⑴

代
理
出
産

代
理
出
産
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
一
九
九
五
年
よ
り
陳
昭
姿
女
史
の
呼
び
か

け
に
端
を
発
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
二
年
後
に
、
新
任
衛
生
署
長
・

啓
賢
に

よ
る
代
理
出
産
容
認
の
公
開
発
言
を
き
っ
か
け
に
、
代
理
出
産
を
め
ぐ
る
論
議

は
、
国
民
の
間
に
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た２

）

。

代
理
出
産
の
合
法
化
に
賛
成
す
る
人
は
、
女
性
の
「
生
殖
の
権
利
」（rep

ro
-

d
u
ctio

n rig
h
t

）
と
「
医
療
を
受
け
る
権
利
」
を
訴
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
妊

に
悩
む
女
性
に
子
ど
も
を
持
つ
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
点
に
つ
い
て
肯
定
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
論
点
に
立
脚
し
た
反
対
者
は
、
代
理
出
産

が
女
性
の
身
体
を
道
具
と
し
て
見
な
す
視
線
を
批
判
し
、
こ
の
技
術
が
家
父
長

制
や
血
縁
主
義
を
助
長
す
る
と
非
難
す
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
が
平
行
線
の
ま

ま
に
続
い
た
あ
げ
く
、
国
民
の
そ
れ
に
対
す
る
意
識
は
ま
だ
一
致
し
て
い
な
い

と
い
う
理
由
で
、
人
工
生
殖
法
草
案
は
廃
案
を
繰
り
返
す
結
果
を
迎
え
た
。
こ

う
し
て
、
政
策
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
今
日
の
状
況
で
は
、
研
究
者
と
社
会
双

方
か
ら
の
不
満
・
不
安
に
よ
り
生
じ
る
閉
塞
状
況
が
生
じ
て
お
り
、
こ
う
い
っ

た
泥
沼
状
態
の
打
開
策
と
し
て
、
社
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
が
第
一
歩
と

考
え
ら
れ
る
。

⑵

着
床
前
診
断

代
理
出
産
に
次
い
で
、
近
年
台
湾
の
生
殖
医
学
界
で
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は

「
着
床
前
診
断
」（P

re-im
p
la
n
ta
tio
n G

en
etic D

ia
g
n
o
sis,

P
G
D

）
で
あ

る３
）

。
着
床
前
診
断
と
い
う
技
術
は
、
絨
毛
検
査
や
羊
水
検
査
と
い
う
一
般
的
な

出
産
前
診
断
よ
り
も
早
い
段
階
で
検
査
を
行
う
た
め
、
胎
児
の
重
篤
な
先
天
異

常
や
、
遺
伝
性
疾
患
を
持
つ
と
い
う
理
由
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
を
避
け
ら
れ

る
こ
と
が
利
点
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
着
床
前
診
断
は
女
性
の
加
齢
や
習
慣
性
流

産
が
原
因
の
不
妊
に
対
し
て
、
着
床
率
の
高
い
受
精
卵
を
選
ん
で
子
宮
に
移
植

す
る
た
め
に
、
不
妊
治
療
の
成
功
率
を
高
め
る
た
め
の
技
術
と
し
て
も
利
用
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
着
床
前
診
断
に
よ
っ
て
胚
の
性
別
診
断
を
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
、
文
化
的
な
理
由
に
基
づ
く
性
別
選
択
と
い
う
目
的
で
流
用
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
現
段
階
で
衛
生
署
は
、
医
学
的
理
由
以
外
の
性
別
選
択

を
禁
止
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
た
め
、
表
立
っ
て
男
女
産
み
分
け
を
行
う
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在
、
政
府
に
よ
る
着
床
前
診
断
を
明
確
に
規
制
す
る

法
律
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
実
施
に
歯
止
め
を
か
け
る
説
得
力
を
も
つ

も
の
は
な
い
。

社 会 と 倫 理
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二

生
殖
技
術
の
発
展
へ
の
阻
害

こ
う
し
て
み
る
と
、
台
湾
社
会
は
早
く
か
ら
生
殖
技
術
の
受
容
に
意
欲
的
で

あ
り
、
そ
の
実
践
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
当
初
は
、

生
殖
技
術
の
展
開
は
順
調
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
婦
癌
」

（
女
性
に
特
異
的
な
子
宮
癌
、
子
宮
頚
癌
な
ど
）
の
治
療
の
方
に
産
婦
人
科
学

界
の
主
眼
が
あ
っ
た
こ
と
と
、「
家
族
計
画４

）

」を
最
優
先
に
置
く
国
家
政
策
に
よ

る
「
阻
害
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
台
湾
に
お
け
る
産
婦
人
科
の
主
要
な
関
心
事
は
「
婦
癌
」
の
研
究
と
治

療
で
あ
り
、
婦
癌
治
療
に
取
り
組
む
こ
と
は
優
秀
な
産
婦
人
科
医
の
ス
テ
イ
タ

ス
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
産
婦
人
科
分
野
の
研
究
も
生

殖
医
療
の
研
究
よ
り
婦
癌
研
究
に
偏
る
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た５

）

。
一
方
、
病
院

側
に
と
っ
て
は
、
家
族
計
画
に
参
与
（
主
に
不
妊
手
術
や
避
妊
装
置lip

p
es

 
lo
o
p

の
装
着
）
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
補
助
金
が
財
源
と
し
て
魅
力
で
あ
っ
た

た
め
、
積
極
的
に
家
族
計
画
に
協
力
し
た
面
も
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
出
生
率
の
低
下
と
老
年
人
口
の
急
増
に
よ
る
高

齢
化
社
会
へ
の
危
惧
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
政
府
主
導
の
家
族
計
画
は

反
省
さ
れ
、
行
き
詰
ま
り
の
時
期
を
迎
え
る
。
政
府
が
家
族
計
画
の
実
施
に
対

す
る
補
助
金
を
急
速
に
削
減
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
婦
人
科
医
の
収
入
は
激

減
し
、
お
の
ず
と
不
妊
治
療
を
含
む
生
殖
技
術
に
活
路
が
見
出
さ
れ
て
い
く
動

き
が
あ
っ
た
。そ
の
後
、台
湾
大
学
付
属
病
院
を
は
じ
め
と
す
る
医
学
セ
ン
タ
ー

と
民
間
の
産
婦
人
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
、
体
外
受
精
を
含
む
生
殖
技
術
の
実
践
に

力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

三

生
殖
技
術
へ
の
社
会
的
反
応

生
殖
技
術
が
導
入
さ
れ
た
当
初
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
や
抵
抗
感
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
法
律
的
見
地
か
ら
の
、
親
子
関
係
の
鑑
定

や
、
第
三
者
の
提
供
配
偶
子
に
よ
る
人
工
授
精
が
「
姦
通
罪
」
を
犯
す
か
否
か

と
い
う
問
題
提
起６

）

、
ま
た
宗
教
関
係
者
の
立
場
か
ら
の
人
工
生
殖
へ
の
懸
念
の

発
言
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
議
論
や
抵
抗
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
は

言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
当
時
は
、
生
殖
技
術
に
関
す
る
情
報
は
国
民
一
般
に
普

及
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
今
日
で
は
、
不
妊
治
療
に
つ
い
て
は
非
常
に
高
い

関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
国
内
外
で
公
表
さ
れ
た
新
し
い
生
殖
技
術
開
発
の

ニ
ュ
ー
ス
は
、
即
座
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の

内
容
は
、
生
殖
技
術
が
も
た
ら
す
社
会
的
、
倫
理
的
観
点
か
ら
そ
れ
を
批
判
す

る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
不
妊
夫
婦
へ
の
福
音
を
も
た
ら
す
先
端
技
術
と
し

て
紹
介
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

四

生
殖
技
術
の
法
規
制

し
か
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
不
妊
カ
ッ
プ
ル
へ
の
福

音
」
と
い
う
生
殖
技
術
の
応
用
は
、
す
べ
て
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず

し
も
言
え
な
い
。
政
府
の
監
督
が
行
き
届
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
精
子
卵
子

の
売
買
、
代
理
出
産
の
実
施
な
ど
の
非
合
法
な
不
妊
治
療
が
水
面
下
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
公
然
の
秘
密
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
規
制
す
る
法
体
制
の

整
備
が
追
い
つ
か
な
い
現
状
は
、
さ
ら
に
広
範
な
生
殖
技
術
の
利
用
に
拍
車
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
、
生
殖
技
術
全
体
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
を
一
層

困
難
に
し
て
い
る
。

優生へのまなざし
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よ
り
確
実
に
生
殖
技
術
の
利
用
を
規
制
す
る
た
め
に
、
一
九
八
五
年
に
国
内

で
初
め
て
体
外
受
精
が
成
功
し
た
翌
年
に
、「
人
工
生
殖
技
術
に
関
す
る
倫
理
指

導
綱
領
」（
一
九
八
六
年
）が
衛
生
署
に
よ
る
行
政
指
導
と
し
て
出
さ
れ
た
。
こ

れ
が
こ
の
分
野
に
お
け
る
最
初
の
公
的
規
制
で
あ
る
。
次
い
で
衛
生
署
の
行
政

令
と
し
て
、
一
九
九
四
年
に「
生
殖
技
術
に
関
す
る
管
理
規
則
」、
一
九
九
五
年

に
「
生
殖
技
術
を
実
施
す
る
医
療
機
関
の
評
価
基
準
」
が
公
布
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
一
九
九
六
年
よ
り
、「
人
工
生
殖
法
」草
案
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
る
。
し
か

し
、
こ
の
人
工
生
殖
法
は
、
一
〇
年
間
議
論
さ
れ
続
け
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
代
理
出
産
の
可
否
を
焦
点
に
、
提
案
が
二
転
三
転
し
、
廃
案
を
繰
り
返
し

て
い
る
現
実
が
あ
る
。
以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
〇
四
年
九
月
に
衛
生

署
は
国
立
台
湾
大
学
社
会
学
科
に
委
託
し
て
、「
代
理
出
産
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン

サ
ス
会
議
」
を
開
い
た
。
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
に
お
い
て
、
代
理
出
産
を

条
件
付
き
に
容
認
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た７

）

。
そ
の
結
果
は
国
民
の
見
解
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
、
衛
生
署
版
の
人
工
生
殖
法
草
案
や
立
法
院
の
法
案
審
査
に
も

反
映
さ
れ
る
と
期
待
さ
れ
る
。

Ⅲ

優
生
思
想
に
基
づ
い
た
国
家
政
策

一

優
生
関
連
法

台
湾
社
会
は
、
他
の
先
進
国
と
は
異
な
っ
て
、
優
生
政
策
の
可
能
性
に
素
朴

な
期
待
が
あ
り
、そ
れ
は
政
府
主
導
の
衛
生
／
人
口
政
策
に
も
反
映
し
て
い
る
。

具
体
的
な
政
策
と
し
て
ま
ず
、
一
九
八
四
年
に
「
優
生
保
健
法
」
が
公
布
さ
れ
、

そ
の
第
一
条
に
「
優
生
保
健
を
実
施
し
、
国
民
の
質
を
向
上
し
、
家
族
の
幸
せ

を
促
進
す
る
た
め
に
、本
法
を
制
定
し
た
。」と
そ
の
目
的
を
明
白
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、現
行
刑
法
に
堕
胎
罪
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

優
生
保
健
法
に
よ
っ
て
、
遺
伝
性
疾
患
、
精
神
病
や
感
染
症
な
ど
の
病
歴
の
あ

る
人
に
対
し
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
条
文
が
盛
り
込
ま
れ

た
。優

生
保
健
法
以
外
に
、
生
殖
技
術
の
実
施
に
関
す
る
行
政
規
定
に
も
、
優
生

へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
る
。
一
九
八
六
年
衛
生
署
公
布
の
「
人
工
生
殖
技
術
に
関

す
る
倫
理
指
導
綱
領
」の
前
文
に
、「
種
族
お
よ
び
個
体
の
生
命
の
継
承
は
人
類

の
最
も
基
本
的
な
欲
求
で
あ
る
。
生
殖
は
生
ま
れ
つ
き
の
本
能
で
あ
る
が
、
一

部
の
不
妊
症
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
な
い
人
、
ま
た
は
遺
伝
的
疾

患
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
出
産
で
き
な
い
人
に
対
し
て
、
先
端
医
療
技
術
を
も
っ

て
彼
ら
の
た
め
に
子
孫
継
承
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
」
と
す
る
記
述
が
あ
る
。

こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
生
殖
技
術
を
、
や
む
を
得
な
い
状
況
下
に
お
い
て
実

施
す
る
必
要
的
な
医
療
行
為
と
定
義
し
、
そ
の
実
施
対
象
は
、
不
妊
の
夫
婦
や

「
遺
伝
的
疾
患
の
患
者
で
異
常
な
子
を
産
む
可
能
性
の
あ
る
者
」
に
限
定
す
る

こ
と
と
な
る
。

優
生
を
配
慮
す
る
考
え
方
は
ま
た
、
衛
生
署
が
推
し
進
め
る
出
生
前
診
断

（P
ren

a
ta
l D

ia
g
n
o
sis,

P
N
D

）
の
施
策
に
も
強
く
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
遺
伝
性
疾
患
を
持
つ
本
人
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、

妊
娠
前
健
康
診
断
や
出
生
前
診
断
が
薦
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
に
健

康
な
女
性
で
も
、
妊
娠
時
に
年
齢
が
三
四
才
を
超
え
る
と
、
羊
水
検
査
や
母
体

血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
が
薦
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
民
の
中
に
罹
患
率
の
高
い

サ
ラ
セ
ミ
ア
（
地
中
海
貧
血
）
の
検
査
も
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
出
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生
前
診
断
の
実
施
に
関
す
る
法
的
体
制
を
整
え
る
た
め
、
衛
生
署
は
一
九
九
七

年
に「
出
生
前
遺
伝
学
的
診
断
、
お
よ
び
そ
の
検
査
機
関
に
関
す
る
管
理
規
則
」

の
行
政
令
を
制
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
台
湾
社
会
は
、
障
害
児
や
ダ
ウ
ン
症
児

の
出
産
を
回
避
す
る
た
め
の
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
政
策
を
広
範
に
採
用
し
て

き
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
の
「
希
少
難
病
予
防
お
よ
び
薬
物
法
」（「
罕
見
疾
病
防
治
及
藥

物
法
」；

R
a
re D

isea
se a

n
d O

rp
h
a
n D

ru
g A

ct

）
の
公
布
に
よ
っ
て
、

遺
伝
学
的
検
査
や
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
政
策
は
遺
伝
性
の
希
少
難
病
に
つ

い
て
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
希
少
難
病
の
患
者
や
そ
の

家
族
に
対
し
て
、
検
査
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
薬
剤
、
栄
養
剤
の
提
供
の
た
め

の
費
用
を
政
府
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
伝
性
疾
患
の

予
防
や
、
そ
の
患
者
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
打
ち
出
し
た
。

二

優
生
政
策

出
生
前
診
断
な
ど
遺
伝
性
疾
患
の
回
避
に
よ
る
人
口
の
質
の
管
理
以
外
に
、

最
新
の
人
口
政
策
と
し
て
、「
新
家
族
計
画
」が
打
ち
立
て
ら
れ
た
。
一
九
五
〇

年
代
か
ら
半
世
紀
近
く
続
い
た
旧
「
家
族
計
画
」
に
お
い
て
は
、
出
生
率
を
減

ら
す
た
め
に
、
農
村
部
や
労
働
者
階
級
の
女
性
を
対
象
に
産
児
制
限
が
広
く
実

施
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
出
生
率
が
平
均
一
・
二
人
を
切
る
よ
う
に
な
っ
た

現
在
、
少
子
高
齢
化
が
最
大
の
課
題
と
な
り
、
産
児
制
限
は
時
代
に
逆
行
す
る

政
策
と
な
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
「
新
家
族
計
画
」
と
は
、
次
世
代
の
人
口
の
質

を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
障
害
者
、
不

妊
の
者
、
青
少
年
お
よ
び
外
国
人
妻８

）

と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
上
記
の
人
た
ち
は

優
生
の
見
地
か
ら
配
慮
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
、
当
人
に
対
す
る
遺
伝
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
や
出
生
前
診
断
、
新
生
児
の
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
先
天
性
代
謝
異

常
の
検
査
を
薦
め
る
方
針
を
、
衛
生
署
が
打
ち
出
し
た
。

三

優
生
技
術
へ
の
ま
な
ざ
し

「（
こ
の
世
に
）
様
々
な
人
種
が
い
て
…
…
一
部
の
人
は
生
ま
た
と
き
か
ら
欠

陥
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
は
先
天
的
欠
陥
児
と
い
う
。
彼
ら
は
神
様

が
う
っ
か
り
犯
し
た
過
ち
だ
が
、
そ
れ
が
原
因
で
家
庭
、
社
会
な
い
し
国
家
の

問
題
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
産
ん
だ
両
親
は
、

罪
悪
感
を
感
じ
、
ま
た
は
間
違
え
て
自
分
の
過
ち
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
罰
を

受
け
た
と
信
じ
る
た
め
、
家
庭
に
影
を
落
と
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
夫
婦

が
お
互
い
に
責
め
合
い
、
衝
突
し
、
子
ど
も
は
遺
棄
さ
れ
、
ま
た
は
虐
待
を
受

け
る
。
そ
の
う
え
、
医
療
介
護
の
費
用
は
莫
大
な
た
め
、
経
済
的
苦
境
に
陥
る

場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
病
気
（
欠
陥
）
が
同
じ
家
族
に
繰

り
返
し
発
生
し
、
悲
劇
が
度
重
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
主
な
原
因
は
、
先
天
的
欠
陥
・
疾
患
へ
の
理
解
の
欠
如
に

あ
る
。
国
民
は
こ
の
種
の
病
気
が
如
何
に
生
じ
た
か
、
欠
陥
児
の
出
生
を
如
何

に
回
避
す
る
か
、
ま
た
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
欠
陥
児
に
接
す
る
か
に

つ
い
て
、
理
解
が
足
り
な
い
。
し
か
し
、
現
在
は
、
医
学
が
一
部
の
先
天
性
疾

患
の
原
因
を
解
明
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
発
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
妊
娠
前
診
断

や
出
生
前
診
断
は
病
気
の
再
発
を
予
防
し
、
先
天
的
欠
陥
に
対
す
る
早
急
診
断

お
よ
び
治
療
は
障
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
こ
そ『
優
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生
保
健
』
の
事
業
の
基
本
精
神
で
あ
る９

）

」。

こ
の
台
湾
で
は
著
名
な
産
婦
人
科
医
の
文
章
か
ら
、
優
生
へ
の
肯
定
的
な
見

解
が
窺
え
る
。

こ
れ
ま
で
は
政
府
の
優
生
政
策
の
推
進
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
し
か
し
、

国
民
の
優
生
へ
の
関
心
が
妊
娠
・
出
産
の
際
の
胎
児
診
断
に
止
ま
ら
ず
、
子
育

て
の
場
面
に
ま
で
及
び
、
日
常
生
活
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
。
例
と
し
て
、
近
年
、
大
手
の
嬰
児
・
幼
児
補
助
食
品
メ
ー
カ
ー

に
よ
っ
て
、「
優
生
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ
」と
い
う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
育
児

雑
誌
に
「
優
生
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ
」
を
産
む
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
掲
載
さ
れ
、
産
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
や
粉
ミ
ル
ク
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
「
優
生
マ
マ
教
室
」
と
い
う
名

の
母
親
教
室
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
単
に
健
康
な

子
ど
も
を
産
む
こ
と
は
も
は
や
唯
一
の
価
値
で
は
な
く
な
り
、
妊
婦
や
そ
の
家

族
に
と
っ
て
は
「
健
康
で
優
れ
た
子
ど
も
」
を
産
む
こ
と
こ
そ
が
至
上
命
題
と

な
っ
て
き
て
い
る
。「
子
ど
も
を
人
生
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
勝
た
せ
る
」と
い
う

広
告
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
に
な
る
人
の
子
ど
も

に
対
す
る
期
待
が
剥
き
出
し
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
健
康
で
優
れ
た
子
ど

も
」
へ
の
視
線
は
子
ど
も
の
出
生
以
前
に
ま
で
遡
り
、
着
床
前
診
断
に
対
す
る

相
乗
効
果
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

四

優
生
技
術
（
着
床
前
診
断
）

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
伝
統
的
な
性
的
役
割
分
担
の
意
識
が
今

な
お
社
会
通
念
と
し
て
台
湾
社
会
に
残
っ
て
い
る
た
め
、「
健
康
な
子
供
を
産

む
」
こ
と
は
女
性
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
出
生
前
診
断

や
、
着
床
前
診
断
の
た
め
の
体
外
受
精
は
母
体
を
通
し
て
行
う
た
め
、
実
際
に

子
の
障
害
の
原
因
が
母
親
に
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
母
親
に
な

る
女
性
は
責
任
追
求
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
種
の
現
象
は

先
行
研
究
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る10

）

。
障
害
を
持
つ
子
を
産
ん
だ
母
親
は
、
そ
の

夫
の
家
族
か
ら
圧
力
を
受
け
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｘ
染
色
体
連
鎖
性

疾
患
の
遺
伝
子
が
母
親
由
来
の
場
合
、
そ
れ
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
子
供
の
障

害
を
原
因
に
、家
族
内
で
の
人
間
関
係
に
ヒ
ビ
が
入
る
例
も
珍
し
く
な
い
た
め
、

女
性
は
舅
や
姑
に
遺
伝
診
断
の
結
果
を
伝
え
な
か
っ
た
り
、
ま
た
、
遺
伝
性
疾

患
の
保
因
者
の
姉
妹
が
結
婚
や
出
産
を
ひ
ど
く
心
配
す
る
事
例
も
あ
る11

）

。

人
々
の
「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
産
む
」
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、
着
床
前
診

断
な
ど
の
優
生
技
術
の
需
要
が
高
ま
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
台
湾
の
医
師
は
、

早
く
も
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
着
床
前
診
断
の
臨
床
応

用
の
事
例
を
最
先
端
の
医
療
情
報
と
し
て
随
時
世
間
に
向
け
て
発
信
し12

）

、
マ
ス

コ
ミ
も
そ
の
報
道
・
宣
伝
に
加
勢
し
て
い
る
。

着
床
前
診
断
に
よ
っ
て
、
胚
の
段
階
で
病
気
の
原
因
遺
伝
子
を
検
査
し
、
健

康
な
胚
の
み
を
子
宮
に
戻
す
こ
と
で
健
康
な
子
を
産
む
こ
と
が
期
待
で
き
、
ま

た
、
胎
児
の
段
階
で
の
異
常
の
発
見
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
で
、

身
体
的
、精
神
的
二
次
傷
害
を
回
避
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
、
す
で
に
奇
形
児
や
障
害
を
持
つ
子
を
産
ん
だ
女
性
の
中
に
は
、
自
ら
不

妊
手
術
を
求
め
る
人
た
ち
も
い
た
の
で
、
着
床
前
診
断
は
女
性
を
妊
娠
の
恐
怖

か
ら
解
放
す
る
手
段
で
あ
り
、
ま
た
、
健
康
な
子
を
産
む
た
め
の
画
期
的
な
解

決
策
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る13

）

。
こ
う
し
て
着
床
前
診
断
は
「
妊
娠
↓
出
生
前

診
断
↓
人
工
流
産
」
の
道
筋
以
外
に
、
新
た
な
選
択
肢
を
提
供
す
る
た
め
、
人
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工
妊
娠
中
絶
よ
り
人
道
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ14

）

、
さ
ら
に
台
湾
の
産
婦
人
科
医

が
着
床
前
診
断
を
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
生
殖
医
療
の
重
点
」
と
位
置
づ
け

る
ほ
ど
、
着
床
前
診
断
は
不
妊
治
療
の
分
野
に
お
い
て
次
世
代
の
新
技
術
と
し

て
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
。

し
か
し
、
着
床
前
診
断
と
い
う
技
術
自
体
の
身
体
へ
の
侵
襲
性
は
通
常
の
出

生
前
診
断
よ
り
も
大
き
い
。
そ
こ
で
適
用
の
対
象
を
、
１
高
齢
女
性
、
２
習
慣

流
産
の
原
因
が
、
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
の
染
色
体
異
常
に
か
か
わ
る
者
、
３
伴
性

遺
伝
性
疾
患
の
患
者
の
カ
ッ
プ
ル
、
４
そ
の
他
遺
伝
性
疾
患
の
保
因
者
、
ま
た

は
遺
伝
性
疾
患
の
罹
患
率
の
高
い
者
（
例
え
ば
、
家
族
に
遺
伝
性
疾
患
の
患
者

が
い
る
場
合
）
に
限
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た16

）

。

医
師
に
よ
る
肯
定
的
な
見
方
の
一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
団
体
は
生
命
の
操
作
の

点
で
着
床
前
診
断
を
批
判
す
る
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
社
会
学
者
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
、
着
床
前
診
断
の
女
性
の
身
体
へ
の
侵
襲
性
や
女
性

の
遺
伝
子
の
可
視
化
に
つ
い
て
、
よ
り
慎
重
な
議
論
や
倫
理
的
思
考
を
呼
び
か

け
て
い
る17

）

。
し
か
し
、
優
生
保
健
法
に
お
け
る
人
工
妊
娠
中
絶
の
実
施
条
件
が

寛
容
な
現
状
で
は
、
着
床
前
診
断
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
意
見
も
あ
っ
た18

）

。
結
局
、
優
生
保
健
法
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
障
害
へ
の

拒
否
や
優
生
志
向
を
解
消
し
な
い
限
り
、
着
床
前
診
断
の
よ
う
な
優
生
技
術
に

対
抗
す
る
見
解
の
基
盤
は
弱
い
。

Ⅳ

お
わ
り
に

続
い
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
、
台
湾
社
会
に
反
映
さ
れ
て
い
る
優
生
志
向

の
背
後
に
潜
め
ら
れ
た
文
化
的
・
社
会
的
要
素
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
い
。

一

近
代
化
・
文
明
化
へ
の
強
い
志
向

一
八
九
五

一
九
四
五
年
の
日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
は
、
台
湾
を
「
同
化
」

す
る
政
策
を
取
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
台
湾
側
は
、「
同
化
」教
育
を
積

極
的
に
受
容
し
、「
近
代
化
」「
文
明
化
」
の
実
践
が
逆
に
、
そ
の
後
の
一
連
の

抗
日
運
動
へ
と
展
開
す
る
際
の
最
大
の
武
器
と
な
っ
た19

）

。
こ
う
し
て
、
台
湾
で

は
文
明
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
主
体
性
を
主
張
す
る
歴
史
的

文
脈
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
植
民
地
期
の
恋
愛
結
婚
を
提
唱
す
る
風
潮
も

ま
た
、
こ
の
近
代
化
・
文
明
化
へ
の
強
い
志
向
の
具
現
だ
ろ
う
。
恋
愛
結
婚
に

よ
っ
て
、
自
分
に
釣
り
合
っ
た
相
手
を
決
め
、
健
康
な
子
ど
も
を
産
む
こ
と
は

ま
さ
に
近
代
的
で
幸
福
な
家
族
の
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
点
か
ら
、

台
湾
で
は
「
優
生＝

近
代
的
・
文
明
的
」
と
い
う
図
式
が
自
然
に
成
立
し
た
と

い
え
よ
う
。

近
代
化
・
文
明
化
へ
の
あ
こ
が
れ
が
今
日
に
な
っ
て
、「
進
歩
」「
科
学
技
術
」

を
追
求
す
る
傾
向
に
形
を
変
え
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
「
優
生
保
健
法
」
を
制

定
す
る
際
に
、
優
生
保
健
法
を
「
進
歩
的
」
法
律
と
見
な
す
論
調
が
立
法
院
で

繰
り
広
げ
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
優
生
保
健
法
が
提
案
さ
れ
た
当

初
、
そ
れ
を
非
難
す
る
側
の
論
点
は
人
工
妊
娠
中
絶
の
容
認
に
反
対
す
る
と
い

う
一
点
張
り
で
あ
っ
た
。
一
方
、
優
生
保
健
法
案
を
支
持
す
る
論
者
は
、
欧
米

先
進
国
で
中
絶
を
認
め
る
国
は
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
の
法
案
は
時
代
潮
流
に
合

致
し
た
「
進
歩
的
」
法
案
と
主
張
し
て
い
た20

）

。
結
局
「
進
歩
」
と
い
う
価
値
観

と
優
生
観
念
が
後
押
し
と
な
り
、
七
〇
年
代
か
ら
議
論
さ
れ
続
け
て
き
た
優
生
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保
健
法
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。

二

人
口
素
質
を
高
め
る
国
家
政
策

台
湾
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
よ
り
産
児
制
限
／
人
口
調
節
を
目
的
と
す
る
家

族
政
策
が
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
の

終
焉
と
と
も
に
、
晩
婚
化
や
少
子
高
齢
化
の
社
会
的
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
、

新
た
な
人
口
政
策
を
模
索
し
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
新
家
族
計

画
」
の
名
の
下
で
、
不
妊
者
、
外
国
人
妻
、
未
成
年
者
（
少
女
妊
娠
）、
障
害
者

な
ど
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
国
家
政
策
が
水
面
下
で
始
動
し

始
め
た
。
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
不
妊
者
を
対
象
と
す
る
背
景
に
は
、
出
生
率

の
急
激
な
低
下
を
考
慮
し
て
、
不
妊
の
人
々
に
も
子
ど
も
を
持
た
せ
る
チ
ャ
ン

ス
を
与
え
る
意
図
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
政
府
は
不

妊
治
療
に
対
す
る
何
ら
の
政
策
も
出
さ
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
者

や
外
国
人
妻
の
妊
娠
を
台
湾
国
民
の
質
の
変
数
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
積
極
的
に
未
成
年
者
や
外
国
人
妻
の
「
生
殖
」
に
介

入
す
る
政
策
方
向
に
、
国
家
の
国
民
の
質
を
高
め
る
た
め
の
優
生
政
策
へ
の
期

待
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

現
在
年
間
二
〇
万
人
近
く
の
新
生
児
の
う
ち
、
母
親
が
外
国
人
妻
に
当
た
る

子
ど
も
（
最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
フ
の
子
を
「
新
台
湾
の
子
」
と
呼
ぶ
）

が
一
二
％
ほ
ど
に
上
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
台
湾
の
子
の
素
質

は
疑
わ
れ
、
そ
の
母
親
（
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
出
身
が
大
半
）
も
差
別
を
受
け
、

さ
ら
に
人
口
政
策
に
お
い
て
は
指
導
さ
れ
る
対
象
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
外
国

人
妻
の
環
境
適
応
力
が
足
り
な
い
こ
と
や
出
産
前
診
断
を
十
分
に
受
け
て
い
な

い
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
国
人
妻
の
子
ど
も
が
優
生
上
不

利
で
あ
る
と
い
う
安
易
な
結
論
が
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
欧
米
先
進
国
や
日
本

出
身
の
外
国
人
妻
は
こ
う
い
っ
た
差
別
を
受
け
な
い
こ
と
が
対
照
的
で
あ
る
。

そ
の
両
者
の
差
は
、
国
家
の
経
済
力
や
人
種
に
よ
る
序
列
の
概
念
か
ら
来
る
と

考
え
ら
れ
る
。

三

障
害
者
人
権
の
欠
如

上
述
し
た
以
外
に
も
、
台
湾
社
会
で
の
優
生
思
想
を
肯
定
的
に
捉
え
る
気
運

を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
障
害
者
人
権
の
不
足
や
社
会
福
祉
の
欠
如
も
重
要

な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。
福
祉
施
設
や
障
害
者
の
人
権
を
擁
護
す
る
観
念
が
一

般
的
に
普
及
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
は
家
族

に
と
っ
て
の
「
極
度
の
負
担
」
と
な
る
。
優
生
へ
の
執
着
を
解
消
す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
国
家
に
よ
る
社
会
福
祉
の
整
備
が
要
求
さ
れ
る
。
一
方
、
障
害
者
運
動

が
活
発
で
は
な
い
台
湾
で
は
、
障
害
者
権
利
を
勝
ち
取
る
と
き
に
、「
愛
」に
訴

え
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
同
情
は
得
ら
れ
や
す
い
が
、
障
害

者
の
「
人
権
」
を
二
の
次
に
す
る
た
め
、
真
の
障
害
者
人
権
の
確
立
と
な
る
に

は
ほ
ど
遠
い
。
近
年
、
陳
水
扁
総
統
が
人
権
法
典
の
制
作
を
公
言
し
、
人
権
立

国
を
目
指
す
政
策
方
向
を
示
し
た
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
障
害
者
の
人

権
確
立
の
促
進
は
就
職
の
面
で
は
改
善
さ
れ
た
が
、
国
民
の
障
害
（
者
）
へ
の

視
線
は
未
だ
に
厳
し
い
。

注

１
）

唐
代
以
来
夫
か
ら
妻
に
離
縁
を
要
求
す
る
と
き
の
理
由
は
「
七
出
」
と
い
う
。
そ
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の
内
容
は
「
無
子
、
淫
乱
、
親
不
孝
、
多
言
、
窃
盗
、
嫉
妬
、
悪
疾
」
と
な
る
よ
う

に
、
子
ど
も
の
産
め
な
い
女
性
に
対
し
て
、
そ
の
夫
は
三
行
半
を
突
き
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
）

台
湾
の
代
理
出
産
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
下
記
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
張
瓊

方
『
台
湾
に
お
け
る
生
殖
技
術
へ
の
対
応
｜
医
療
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス；

「
人
工
生
殖
法
」
立
法
を
め
ぐ
っ
て
』
科
学
技
術
文
明
研
究
所C

L
S
S E

tu
d
es N

o
.

1

、
二
〇
〇
三
年
。
加
藤
茂
生
「
子
ど
も
を
持
つ
と
い
う
幸
福
」『
幸
福
｜
変
容
す
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
』
ア
ジ
ア
新
世
紀
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

３
）

着
床
前
診
断
と
は
、一
般
に
体
外
受
精
で
作
っ
た
四

八
個
に
卵
割
し
た
受
精
卵
よ

り
採
取
し
た
（
胚
生
検
）
一

二
個
の
割
球
に
つ
い
て
、
遺
伝
子
や
染
色
体
上
の
遺
伝

学
的
異
常
が
あ
る
か
否
か
の
検
査
を
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
や
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
法
を
用
い
て
行
い
、
異

常
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
割
球
が
由
来
す
る
受
精
卵
を
母
胎
に
移
植

す
る
、
一
連
の
技
術
的
操
作
の
こ
と
を
い
う
。
神
里
彩
子
等
共
著
『
着
床
前
診
断
の

規
制
と
実
施
の
あ
り
方
』
科
学
技
術
文
明
研
究
所C

L
S
S E

tu
d
es N

o
.3

、
二
〇
〇

四
年
。

４
）

家
族
計
画
と
は
、
受
胎
調
節
を
中
心
と
す
る
政
策
で
、
台
湾
の
人
口
の
自
然
増
加

率
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
一
九
五
〇
年
代
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
段

階
で
は
、
台
湾
農
村
部
や「
眷
村
」（
台
湾
特
有
の
軍
人
家
族
を
中
心
と
す
る
住
宅
区
）

で
妊
娠
に
関
す
る
衛
生
観
念
の
普
及
を
は
じ
め
と
す
る
人
口
調
節
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

で
あ
っ
た
。
一
九
六
四
年
以
降
、
国
民
党
政
府
は
家
族
計
画
を
国
家
政
策
と
し
て
全

国
規
模
で
展
開
し
た
。
こ
の
家
族
計
画
は
米
国
資
金
の
支
援
を
得
て
、
一
九
六
四
年

〜
一
九
六
九
年
の
間
に
実
施
さ
れ
た
子
宮
内
避
妊
装
置
「
楽
普
」（lip

p
es lo

o
p

）
の

装
着
人
数
は
延
べ
六
三
万
五
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
二
〇
〜
四

〇
歳
の
既
婚
女
性
の
三
〇
・
七
％
に
相
当
す
る
高
い
数
値
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

家
族
計
画
に
よ
っ
て
、
台
湾
の
出
生
率
が
四
・
九
九
七
％
（
一
九
五
一
年
）
か
ら
二
・

五
六
四
％
（
一
九
七
一
年
）
ま
で
に
下
落
し
た
。
予
定
を
遙
か
に
上
回
る
出
生
率
の

下
落
と
い
う
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
た
こ
の
政
策
は
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
現

在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
家
族
計
画
は
、
戦
後
台
湾
の
医
療
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で

最
も
長
期
的
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
こ
れ
は
、
台
湾
に
お

け
る
医
療
発
展
の
輝
か
し
い
成
果
の
一
つ
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。

５
）

張
家
栄
『
台
湾
当
代
生
殖
科
技
的
建
構
｜
以
科
学
社
群
與
身
体
論
述
為
観
察
』
清

華
大
学
歴
史
研
究
所
修
士
論
文
、
一
九
九
九
年
。

６
）

劉
得
寛
「
従
「
試
管
嬰
児
」
探
討
「
人
工
授
精
」
之
法
律
問
題
」『
法
令
月
刊
』
第

二
九
巻
第
九
期
、
一
九
七
八
年
。
李
聖
隆
「
人
工
授
精
的
問
題
」『
健
康
世
界
』
第
三

四
期
、
一
九
七
八
年
。
陳
昭
徳
「
従
栄
総
試
管
嬰
児
談
起
人
工
生
殖
技
術
使
用
之
法

律
規
則
」『
台
湾
医
界
』
第
二
八
巻
第
六
期
、
一
九
八
五
年
。

７
）

台
湾
国
民
の
代
理
出
産
へ
の
意
識
に
関
し
て
、
王
英
馨
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

に
よ
る
と
、
一
般
市
民
の
う
ち
、
代
理
出
産
を
条
件
付
き
に
認
め
る
こ
と
に
賛
成
な

の
は
七
割
近
く
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
反
対
な
の
は
２
割
で
あ
る
。
医
者
や

学
者
団
体
で
代
理
出
産
を
条
件
付
き
で
認
め
る
割
合
も
６
、
７
割
に
達
し
て
い
る
。

一
方
、
女
性
団
体
は
、
代
理
出
産
の
可
否
に
つ
い
て
、
反
対
な
の
は
四
五
・
八
％
で
、

条
件
付
き
賛
成
や
完
全
に
賛
成
な
の
は
合
わ
せ
て
五
〇
％
を
上
回
っ
た
。
以
上
、
王

英
馨
『
以
「
政
策
網
絡
」
途

探
討
代
理
孕
母
政
策
』
世
新
大
学
修
士
論
文
、
二
〇

〇
三
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

８
）

八
〇
年
代
以
降
、
台
湾
農
村
部
や
労
働
者
階
級
男
性
の
結
婚
難
問
題
の
解
決
策
と

し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
か
ら
外
国
籍
の
花
嫁
を
迎
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

こ
う
い
っ
た
外
国
人
の
花
嫁
は
「
外
籍
新
娘
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
人
数
は
二
五
万
人

を
超
え
て
い
る
。
近
年
、
年
間
約
二
五
万
人
の
新
生
児
の
う
ち
、
八
人
に
１
人
は
外

国
人
妻
が
産
ん
だ
子
供
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
こ
う
い
っ
た
子

供
の
発
育
遅
れ
（
発
育
不
全
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
偏
見
に
満
ち
た
報
道
を
す
る

た
め
、
外
国
人
妻
や
そ
の
子
供
が
差
別
の
対
象
に
な
る
現
象
が
起
こ
り
、
問
題
は
深

刻
で
あ
る
。

９
）

林
陳
立
「
現
代
人
孕
育
後
代
必
備
的
利
器
｜
優
生
保
健
」http

:
//
w
w
w
.
tw
ch
.

g
o
v
.
tw
/
g
en
etic /

10
）

連
韻
文
「
親
愛
的
母
親
、
請
勿
自
責
」
身
心
障
礙
者
服
務
資
訊
網2002 /

5 h
ttp
:

//
d
isa
b
le.

y
a
m
.
co
m
/
sh
a
re /

p
a
ren

t /
ex
p
erien

ce24.
h
tm

11
）

「
基
因
篩
検

可
免
病
変
胎
児
出
生
」
中
国
時
報
二
〇
〇
一
年
五
月
十
三
日
付
。

12
）

荘
勝
雄
訳
「
胚
胎
期
矯
治

缺
陥
児
不
再
有
」
聯
合
報
一
九
九
三
年
七
月
六
日
付
、

鄭
博
仁
「
杜
絶
遺
伝
病

三
合
一
新
模
式
」
民
生
報
一
九
九
三
年
九
月
九
日
付
。

13
）

周
遵
善
「
胚
胎
診
断
的
期
待
与
隠
憂
」
民
生
報
一
九
九
二
年
五
月
四
日
付
。
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14
）

「
篩
選
胚
胎

比
人
工
流
産
人
道
？
」
民
生
報
一
九
九
五
年
八
月
三
十
日
付
。

15
）

「
胚
胎
診
断
術

成
功
掌
握
生
男
生
女
」
民
生
報
一
九
九
九
年
十
一
月
五
日
付
。

16
）

蔡
佳
璋
「
植
入
前
胚
胎
基
因
診
断

優
生
推
向
最
前
哨
」
聯
合
報
一
九
九
九
年
一

月
三
十
一
日
付
。

17
）

呉
嘉
苓
「
産
前
基
因
篩
検
、
科
学
母
職
与
「
完
美
的
嬰
児
」」、（
美
麗
新
世
界
的
誘

惑
｜
基
因
科
技
与
人
文
的
対
話
演
講
系
列
）
二
〇
〇
二
年
十
一
月
十
五
日
台
北
・
台

湾
大
学
応
用
力
学
研
究
所
国
際
会
議
庁
に
て
。

18
）

陳
英

「
胚
胎
植
入
前
基
因
検
測
的
憲
法
問
題
」『
生
物
科
技
与
法
律
研
究
通
訊
』

第
一
四
期
、
二
〇
〇
二
年
四
月
。

19
）

陳
培
豊
『「
同
化
」
の
同
床
異
夢
』、
三
元
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
〇
〇
｜
三
〇
五

頁
。

20
）

『
優
生
保
健
法
案
』
法
律
案
専
輯
第
71
号
、
立
法
院
秘
書
処
、
一
九
八
四
年
。
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